
○
公
安
委
員
会
規
則

○
告

示

保

安

林

種

単
位
区
域
名

許
可
で
き
る
面
積
の
限
度
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

水
源
か
ん
養
保
安
林

山

国

川

地

区

駅

館

川

地

区

西

国

東

地

区

東

国

東

地

区

別

府

地

区

大

分

川

地

区

大

野

川

地

区

北

海

部

地

区

番

匠

川

地

区

北

川

上

流

地

区

日

田

地

区

玖

珠

川

地

区

四
八
二
・
五
九

四
五
〇
・
三
三

四
六
・
四
四

一
〇
一
・
七
五

一
九
一
・
八
七

五
○
三
・
〇
二

一
、
二
一
五
・
三
九

二
二
五
・
三
九

七
三
二
・
〇
〇

六
〇
〇
・
三
四

五
七
七
・
一
七

七
四
四
・
八
〇

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

山

国

川

地

区

駅

館

川

地

区

西

国

東

地

区

東

国

東

地

区

別

府

地

区

大

分

川

地

区

大

野

川

地

区

北

海

部

地

区

番

匠

川

地

区

北

川

上

流

地

区

日

田

地

区

玖

珠

川

地

区

一
八
一
・
一
五

三
九
・
〇
七

二
七
・
七
六

六
二
・
三
六

三
〇
・
七
四

九
九
・
九
四

一
二
三
・
一
五

九
二
・
五
一

三
三
六
・
四
三

二
七
・
〇
九

一
四
二
・
一
九

三
二
・
七
四

大

分

川

地

区

〇
・
一
八

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

保
安
林
の
皆
伐
面
積
の
限
度
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

区
画
漁
業
の
免
許
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

監

査

公

表

監
査
の
結
果
に
関
す
る
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公

告

平
成
二
十
九
年
度
後
期
技
能
検
定
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

都
市
計
画
図
書
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
２９
年
９
月
１
日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

小
山

康
直

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
５１
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
２０
条
第
９
号
中
「
又
は
人
」
を
「
、
人
」
に
改
め
、
「
の
実
証
実
験
」
の
次
に
「
又
は
自
動
車
か
ら
遠

隔
に
存
在
す
る
運
転
者
が
電
気
通
信
技
術
を
利
用
し
て
当
該
自
動
車
の
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
自

動
運
転
技
術
を
用
い
て
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
実
証
実
験
」
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

平
成
二
十
九
伐
採
年
度
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
き
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
面
積
の
限
度
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年

第

二

九

一

二

号

九

月

一

日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
公
安
委
規
則
・
告
示
）

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

一



土
砂
崩
壊
防
備
保
安
林

番

匠

川

地

区

日

田

地

区

〇
・
〇
八

〇
・
〇
八

防
風
保
安
林

別

府

地

区

〇
・
一
四

干
害
防
備
保
安
林

山

国

川

地

区

駅

館

川

地

区

西

国

東

地

区

東

国

東

地

区

大

分

川

地

区

大

野

川

地

区

北

海

部

地

区

番

匠

川

地

区

日

田

地

区

玖

珠

川

地

区

三
・
六
六

三
・
五
〇

四
〇
・
五
三

三
・
〇
八

〇
・
九
四

五
・
四
八

一
・
〇
六

二
四
・
八
〇

一
一
・
八
四

六
・
九
四

保
健
保
安
林

大

分

北

部

地

区

大

分

南

部

地

区

三
五
・
四
四

九
二
・
六
六

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

漁
場
計
画
の
際
の

公
示
番
号

免
許
番
号

漁
業
権
者
の
住
所
及
び

氏
名
又
は
名
称

免
許
の
内
容

制
限
又

は
条
件

存
続
期
間

区
第
八
百
十
二
号

区
第
八
百
十
二
号

大
分
市
府
内
町
三
丁
目

五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

山
本

勇

平
成
二
十
九
年
四

月
二
十
五
日
付
け

大
分
県
告
示
第
二

百
八
十
七
号
（
以

下
「
告
示
」
と
い

う
。
）
の

と

お

り
。

同
上

平
成
二
十

九
年
九
月

一
日
か
ら

平
成
三
十

年
八
月
三

十
一
日
ま

で

区
第
二
千
七
百
三

十
号

区
第
二
千
七
百
三

十
号

同
右

告
示
の
と
お
り
。

同
上

同
右

区
第
三
千
五
百
四

十
号

区
第
三
千
五
百
四

十
号

同
右

告
示
の
と
お
り
。

同
上

同
右

○
監

査

公

表

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

付
け
を
も
っ
て
次
の
と
お
り
区
画
漁
業
を
免
許
し
た
の
で
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

監
査
委
員
公
表
第
６
１
３
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
た
定
期
監
査
の
結

果
に
関
す
る
報
告
を
、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２９
年
９
月
１
日

大
分
県
監
査
委
員

首
藤

博
文

大
分
県
監
査
委
員

長
野

恭
子

大
分
県
監
査
委
員

末
宗

秀
雄

大
分
県
監
査
委
員

吉
岡

美
智
子

第
１
監
査
の
概
要

１
監
査
の
対
象

平
成
２８
年
度
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行

２
監
査
の
実
施

知
事
部
局
の
１８
地
方
機
関
（
振
興
局
及
び
土
木
事
務
所
）
、
企
業
局
及
び
病
院
局
に
つ
い
て
、
平
成

２９
年
４
月
１１
日
か
ら
７
月
１１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
実
施
し
た
。

な
お
、
監
査
対
象
機
関
ご
と
の
実
施
日
は
、
第
２
の
３
に
示
す
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

３
監
査
の
主
眼

財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
公
平
・
公
正
な
立
場
で
、
基
本
と
な
る
会
計
・
経
理
の
正

確
性
、
合
規
性
は
も
と
よ
り
事
務
事
業
の
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
の
観
点
か
ら
も
、
よ
り
実
効

性
の
上
が
る
監
査
を
実
施
し
た
。

第
２
監
査
の
結
果

監
査
を
実
施
し
た
２０
機
関
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
下
表
に
示
す
と
お
り
１４
機
関

に
お
い
て
、
６
件
の
指
摘
事
項
及
び
２１
件
の
注
意
事
項
が
あ
っ
た
。

そ
の
他
の
６
機
関
に
お
い
て
は
、
指
摘
事
項
又
は
注
意
事
項
に
該
当
す
る
事
項
は
な
く
、
財
務
に
関

す
る
事
務
が
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。

な
お
、
指
摘
事
項
と
注
意
事
項
の
区
分
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
指
摘
事
項

是
正
又
は
改
善
を
要
す
る
も
の
と
し
て
、
文
書
に
よ
り
厳
重
に
注
意
す
る
こ
と
が
適
当
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
、
概
ね
次
に
該
当
す
る
も
の

①
違
法
又
は
不
当
な
事
項
で
、
そ
の
程
度
が
重
大
な
も
の

大
分
県
報
（
告
示
・
監
査
公
表
）

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

二



監
査

結
果

公
用
車
の
車
検
に
要
し
た
経
費
の
支
払
に
つ
い
て
、
著
し
く
遅
延
し
て
い
る
事
例

が
多
数
認
め
ら
れ
た
。

港
湾
施
設
の
使
用
料
、
道
路
占
用
料
等
に
つ
い
て
、
異
な
る
区
分
の
使
用
料
単
価

に
よ
り
算
定
す
る
な
ど
、
過
小
又
は
過
大
に
調
定
の
う
え
収
納
し
て
い
た
事
例
が
複

数
認
め
ら
れ
た
。

地
盤
変
動
影
響
建
物
等
事
前
調
査
委
託
業
務
契
約
に
つ
い
て
、
調
査
対
象
面
積
の

増
加
に
伴
い
変
更
契
約
が
必
要
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
更
契
約
を
行
っ
て

い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

港
湾
等
維
持
補
修
業
務
委
託
に
つ
い
て
、
長
期
に
わ
た
り
契
約
を
締
結
す
る
こ
と

な
く
、
業
者
に
業
務
を
行
わ
せ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

佐
伯
港
県
営
２
号
上
屋
の
管
理
に
つ
い
て
、
許
可
を
し
て
い
な
い
場
所
が
使
用
さ

れ
て
お
り
、
公
共
施
設
と
し
て
必
要
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。学
会
の
参
加
費
に
つ
い
て
、
資
金
前
渡
職
員
が
精
算
時
に
領
収
書
を
提
出
し
な

か
っ
た
た
め
、
他
の
職
員
が
別
の
領
収
書
を
基
に
作
成
し
た
証
拠
書
類
を
添
付
し
、

精
算
手
続
き
を
行
っ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

監
査
対
象
機
関

（
総
務
部
）

北
部
振
興
局

（
土
木
建
築
部
）

豊
後
高
田
土
木
事

務
所

別
府
土
木
事
務
所

佐
伯
土
木
事
務
所

（
病
院
局
）

病
院
局

監
査

結
果

公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

職
員
住
宅
使
用
料
に
つ
い
て
、
月
の
中
途
で
入
居
し
た
者
の
使
用
料
を
過
大
に
徴

収
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

外
部
講
師
の
旅
費
に
つ
い
て
、
航
空
賃
の
領
収
書
等
を
提
出
さ
せ
て
い
な
い
な

ど
、
旅
費
事
務
に
適
正
を
欠
く
事
例
が
複
数
認
め
ら
れ
た
。

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
用
地
交
渉
業
務
に
従
事
し
た
又
は
従
事
し
て
い
な
い

職
員
に
対
し
て
、
手
当
を
支
給
し
て
い
な
い
又
は
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
等
が

認
め
ら
れ
た
。

公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
休
暇
の
取
得
に
よ
り
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
通
勤
の
事

実
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
月
分
の
手
当
を
支
給
し
て
い
た
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

使
用
実
態
が
把
握
さ
れ
て
い
な
い
電
灯
等
に
つ
い
て
、
長
期
間
に
わ
た
り
電
気
の

使
用
が
な
く
基
本
料
金
の
み
支
出
さ
れ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

道
路
占
用
許
可
に
つ
い
て
、
工
事
の
繰
越
に
よ
り
、
許
可
期
間
後
も
継
続
し
て
現

場
事
務
所
と
し
て
道
路
を
占
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
期
間
の
延
長
の
許
可

を
せ
ず
、
占
用
料
も
徴
し
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
港
湾
使
用
料
と
し
て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に

定
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
証
紙
収
入
と
し
て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定

め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

監
査
対
象
機
関

（
総
務
部
）

東
部
振
興
局

豊
肥
振
興
局

西
部
振
興
局

北
部
振
興
局

（
土
木
建
築
部
）

別
府
土
木
事
務
所

大
分
土
木
事
務
所

臼
杵
土
木
事
務
所

日
田
土
木
事
務
所

②
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
認
め
ら
れ
る
も
の

③
事
務
処
理
等
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
も
の

④
著
し
く
経
済
性
、
効
率
性
、
有
効
性
に
欠
け
る
も
の

⑵
注
意
事
項

是
正
又
は
改
善
を
要
す
る
も
の
と
し
て
、
文
書
に
よ
り
注
意
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ

る
も
の
で
、
概
ね
次
に
該
当
す
る
も
の

①
違
法
又
は
不
当
な
事
項
で
、
そ
の
程
度
が
比
較
的
軽
微
な
も
の

②
過
失
が
認
め
ら
れ
る
も
の

③
事
務
処
理
等
が
適
正
を
欠
く
も
の

④
経
済
性
、
効
率
性
、
有
効
性
に
欠
け
る
も
の

１
指
摘
事
項

２
注
意
事
項

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

三



通
勤
手
当
に
か
か
る
特
別
料
金
等
加
算
に
つ
い
て
、
高
速
道
路
利
用
回
数
が
支
給

要
件
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
翌
月
の
通
勤
手
当
額
を
減
額
調
整
す
る
こ
と
と

し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
処
理
が
完
遂
し
て
い
な
か
っ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

河
川
改
修
工
事
に
伴
う
物
件
移
転
補
償
契
約
に
つ
い
て
、
移
転
す
る
立
木
の
本
数

を
誤
り
、
過
大
に
補
償
金
を
支
出
し
て
い
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

動
物
死
骸
処
理
等
作
業
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
業
務
に
従
事
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
手
当
を
支
給
し
て
い
な
い
事
例
が
複
数
認
め
ら
れ
た
。

長
期
臨
時
職
員
の
休
暇
欠
勤
処
理
に
つ
い
て
、
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
を
誤
り
、

欠
勤
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
年
次
有
給
休
暇
と
し
、
年
次
有
給
休
暇
と
す
べ
き
と
こ
ろ

を
欠
勤
と
す
る
な
ど
、
賃
金
を
過
大
又
は
過
小
に
支
給
し
て
い
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
証
紙
収
入
と
し
て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定

め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

県
外
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
旅
費
計
算
を
誤
り
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
特
別
診
療
業
務
や
分
べ
ん
業
務
の
実
績
確
認
が
不
十

分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
過
大
又
は
過
小
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

自
ら
が
排
出
し
た
器
械
備
品
を
産
業
廃
棄
物
と
し
て
処
分
す
る
に
あ
た
り
、
法
律

で
義
務
づ
け
ら
れ
た
書
面
に
よ
る
契
約
を
行
わ
な
い
ま
ま
産
業
廃
棄
物
管
理
票
を
交

付
し
、
他
人
に
運
搬
及
び
処
分
を
さ
せ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

中
津
土
木
事
務
所

宇
佐
土
木
事
務
所

（
企
業
局
）

企
業
局

（
病
院
局
）

病
院
局

監
査

実
施

日

平
成
２９
年
５
月
１７
日
か
ら
平
成
２９
年
５
月
１９
日
ま
で
、
平
成
２９
年
６
月
１６
日

平
成
２９
年
６
月
１３
日
か
ら
平
成
２９
年
６
月
１５
日
ま
で
、
平
成
２９
年
７
月
１１
日

監
査
対
象
機
関

東
部
振
興
局

中
部
振
興
局

平
成
２９
年
５
月
３１
日
か
ら
平
成
２９
年
６
月
２
日
ま
で
、
平
成
２９
年
６
月
２９
日

平
成
２９
年
５
月
１０
日
か
ら
平
成
２９
年
５
月
１２
日
ま
で
、
平
成
２９
年
６
月
８
日

平
成
２９
年
５
月
２４
日
か
ら
平
成
２９
年
５
月
２６
日
ま
で
、
平
成
２９
年
６
月
２３
日

平
成
２９
年
５
月
１７
日
か
ら
平
成
２９
年
５
月
１９
日
ま
で
、
平
成
２９
年
６
月
１４
日

平
成
２９
年
４
月
２７
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
２８
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
３１
日

平
成
２９
年
４
月
２７
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
２８
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
３１
日

平
成
２９
年
４
月
２０
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
２１
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
２４
日

平
成
２９
年
４
月
１９
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
２１
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
２４
日

平
成
２９
年
４
月
１１
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
１２
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
１５
日

平
成
２９
年
４
月
１３
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
１４
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
１５
日

平
成
２９
年
４
月
１３
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
１４
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
１６
日

平
成
２９
年
４
月
１１
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
１２
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
１６
日

平
成
２９
年
４
月
２５
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
２６
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
３０
日

平
成
２９
年
４
月
２５
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
２６
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
３０
日

平
成
２９
年
４
月
１７
日
、
平
成
２９
年
４
月
１９
日
、
平
成
２９
年
５
月
２３
日

平
成
２９
年
４
月
１７
日
か
ら
平
成
２９
年
４
月
１８
日
ま
で
、
平
成
２９
年
５
月
２３
日

平
成
２９
年
６
月
６
日
か
ら
平
成
２９
年
６
月
８
日
ま
で
、
平
成
２９
年
６
月
３０
日

平
成
２９
年
６
月
６
日
か
ら
平
成
２９
年
６
月
８
日
ま
で
、
平
成
２９
年
６
月
２９
日

南
部
振
興
局

豊
肥
振
興
局

西
部
振
興
局

北
部
振
興
局

豊
後
高
田
土
木
事

務
所

国
東
土
木
事
務
所

別
府
土
木
事
務
所

大
分
土
木
事
務
所

臼
杵
土
木
事
務
所

佐
伯
土
木
事
務
所

豊
後
大
野
土
木
事

務
所

竹
田
土
木
事
務
所

玖
珠
土
木
事
務
所

日
田
土
木
事
務
所

中
津
土
木
事
務
所

宇
佐
土
木
事
務
所

企
業
局

病
院
局

○
公

告

３
監
査
の
執
行
状
況

各
監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
職
業
能
力
開
発

促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

平
成
二
十
九
年
度
後
期
技
能
検
定
を
実
施
す
る
。

大
分
県
報
（
監
査
公
表
・
公
告
）

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

四



等
級

検
定
職
種

学
科
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選

択
す
る
科
目

実
技
試
験
の
う
ち
、
受
検
者
が
選

択
す
る
科
目

特
級

機
械
加
工

放
電
加
工

仕
上
げ

機
械
検
査

電
子
機
器
組
立
て

電
気
機
器
組
立
て

半
導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

光
学
機
器
製
造

空
気
圧
装
置
組
立

て建
設
機
械
整
備

婦
人
子
供
服
製
造

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成

形鍛
造

プ
レ
ス
型
鍛
造
法

プ
レ
ス
型
鍛
造
作
業

金
属
ば
ね
製
造

線
ば
ね
製
造
法

薄
板
ば
ね
製
造
法

線
ば
ね
製
造
作
業

薄
板
ば
ね
製
造
作
業

ロ
ー
プ
加
工

機
械
検
査

電
気
機
器
組
立
て

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
法

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
作
業

一
級

及
び

二
級

半
導
体
製
品
製
造

集
積
回
路
チ
ッ
プ
製
造
法

集
積
回
路
組
立
て
法

集
積
回
路
チ
ッ
プ
製
造
作
業

集
積
回
路
組
立
て
作
業

空
気
圧
装
置
組
立

て農
業
機
械
整
備

冷
凍
空
気
調
和
機

器
施
工

婦
人
子
供
服
製
造

婦
人
子
供
既
製
服
製
造
法

婦
人
子
供
既
製
服
縫
製
作
業

和
裁

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成

形

―

射
出
成
形
作
業

石
材
施
工

石
材
加
工
法

石
材
加
工
作
業

菓
子
製
造

洋
菓
子
製
造
法

和
菓
子
製
造
法

洋
菓
子
製
造
作
業

和
菓
子
製
造
作
業

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

配
管

建
築
配
管
施
工
法

プ
ラ
ン
ト
配
管
施
工
法

建
築
配
管
作
業

プ
ラ
ン
ト
配
管
作
業

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

鉄
筋
組
立
て
作
業

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧

送
施
工

防
水
施
工

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
防
水
施
工
法

合
成
ゴ
ム
系
シ
ー
ト
防
水
施
工
法

塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
施
工

法改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
ト
ー

チ
工
法
防
水
施
工
法

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
防
水
工
事
作
業

合
成
ゴ
ム
系
シ
ー
ト
防
水
工
事
作

業塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
工
事

作
業

改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
ト
ー

チ
工
法
防
水
工
事
作
業

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

実
施
す
る
等
級
別
検
定
職
種
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五



カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー

ル
施
工

ガ
ラ
ス
施
工

機
械
・
プ
ラ
ン
ト

製
図

機
械
製
図
法

機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業

金
属
材
料
試
験

機
械
試
験
法

組
織
試
験
法

機
械
試
験
作
業

組
織
試
験
作
業

塗
装

鋼
橋
塗
装
法

鋼
橋
塗
装
作
業

舞
台
機
構
調
整

三
級

機
械
加
工

旋
盤
加
工
法

普
通
旋
盤
作
業

機
械
検
査

電
子
機
器
組
立
て

電
気
機
器
組
立
て

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
法

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
作
業

冷
凍
空
気
調
和
機

器
施
工

和
裁

建
築
大
工

配
管

建
築
配
管
施
工
法

建
築
配
管
作
業

機
械
・
プ
ラ
ン
ト

製
図

機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業

製
麺

機
械
生
麺
製
造
法

機
械
生
麺
製
造
作
業

単
一

等
級

樹
脂
接
着
剤
注
入

施
工

バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

二

試
験
の
方
法

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
に
よ
っ
て
行
う
。

三

技
能
検
定
の
手
数
料
、
実
施
期
日
、
実
施
場
所
等

１

実
技
試
験

㈠

手
数
料

特
級
、
一
級
、
二
級
、
三
級
及
び
単
一
等
級
の
手
数
料
は
、
一
七
、
九
〇
〇
円
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
手
数
料
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

イ

実
技
試
験
の
二
級
又
は
三
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
当
該
試
験
の
実
施
日
の
属
す
る

年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
い
て
三
十
五
歳
に
達
し
て
い
な
い
も
の
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す

る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
手
数
料
は
、
八
、
九
〇
〇
円
と
す
る
。

ロ

実
技
試
験
の
三
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
在
校
生
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
七
第
三

項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
い
て
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規

則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
短
期
間
の
訓
練
課
程
の
職
業

訓
練
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
短
期
訓
練
課
程
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
受
け
て
い
る

者
、
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
同
法
第
二
十
四
条

第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
（
短
期
訓
練
課
程
を
除
く
。
）
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に
雇

用
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発

総
合
大
学
校
に
在
学
す
る
者
又
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に

規
定
す
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
に
限
る
。
）
、
特
別
支
援
学
校
（
高
等
部
に

限
る
。
）
、
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
若
し

く
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
在
学
す
る
者
を
い
う
。
）
に
係
る
手

数
料
は
、
一
一
、
九
〇
〇
円
と
す
る
。

ハ

イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
係
る
手
数
料
は
、
二
、
九
〇
〇
円
と
す
る
。

㈡

実
施
期
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
四
日
（
月
）
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
十
八
日
（
日
）
ま
で
の
間
で
大
分
県

職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
と
す
る
。

㈢

実
施
場
所

大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
場
所
と
す
る
。

㈣

問
題
の
公
表

実
技
試
験
の
問
題
は
、
あ
ら
か
じ
め
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
（
月
）
に
、
大
分
県
職
業

能
力
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
一
部
の
検
定
職
種
に
つ
い
て
は
問
題
の
全
部
又
は

一
部
を
公
表
し
な
い
。

２

学
科
試
験

㈠

手
数
料

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六



検

定

職

種

実

施

期

日

一
級
及
び
二
級

鍛
造
、
機
械
検
査
、
電
気
機
器
組
立
て
、
婦
人
子
供
服
製

造
、
配
管
、
型
枠
施
工
、
ガ
ラ
ス
施
工
、
金
属
材
料
試
験

三
級

電
気
機
器
組
立
て
、
配
管

平
成
三
十
年
一
月
二
十
一
日
（
日
）

特
級

機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器

組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
半
導
体
製
品
製
造
、
自
動
販
売

機
調
整
、
光
学
機
器
製
造
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
建
設
機
械

整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

一
級
及
び
二
級

農
業
機
械
整
備
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
和
裁
、
石
材

施
工
、
防
水
施
工
、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工
、
機
械
・
プ
ラ

ン
ト
製
図

三
級

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
和
裁
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

単
一
等
級

製
麺
、
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

平
成
三
十
年
一
月
二
十
八
日
（
日
）

一
級
及
び
二
級

舞
台
機
構
調
整

平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
（
水
）

一
級
及
び
二
級

金
属
ば
ね
製
造
、
ロ
ー
プ
加
工
、
半
導
体
製
品
製
造
、
空
気

圧
装
置
組
立
て
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄

筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
塗
装

三
級

機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
建
築
大
工

単
一
等
級

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

平
成
三
十
年
二
月
四
日
（
日
）

手
数
料
は
、
三
、
一
〇
〇
円
と
す
る
。

㈡

実
施
期
日

検
定
職
種
ご
と
に
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
一
の
表
に
お
い
て
、
選
択
科
目
を
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
択
科
目
に
係
る

学
科
試
験
に
限
る
。

㈢

実
施
場
所

大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
場
所
と
す
る
。

四

受
検
申
請
の
手
続

１

提
出
書
類

㈠

技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
（
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
保

険
証
等
の
写
し
等
）
を
含
む
。
）

㈡

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

２

提
出
先

大
分
市
大
字
下
宗
方
字
古
川
千
三
十
五
番
地
一

大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会

電
話

（
〇
九
七
）
五
四
二｜

三
六
五
一

３

受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
二
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
三
日
（
金
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
申
請
書

は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

４

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意

㈠

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。

な
お
、
申
請
書
の
用
紙
を
郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書

用
紙
請
求
」
と
朱
書
し
、
返
信
用
封
筒
（
宛
先
を
記
入
し
、
一
四
〇
円
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
を
同

封
す
る
こ
と
。

㈡

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
在
中
」

と
朱
書
す
る
こ
と
。

五

手
数
料
の
納
付
方
法

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
技
試
験
又

は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
は
要
し
な
い
。
実

技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
両
方
の
免
除
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
者
に
係
る
受
検
申
請
に
つ
い
て
は
、
一
に

掲
げ
る
検
定
職
種
以
外
の
検
定
職
種
（
指
定
試
験
機
関
が
実
施
す
る
検
定
職
種
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
も

受
け
付
け
る
。

な
お
、
申
請
書
を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
消
し
、
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
手

数
料
は
返
還
し
な
い
。

六

合
格
者
の
発
表
等

１

技
能
検
定
合
格
者
の
発
表

技
能
検
定
合
格
者
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
（
金
）
に
大
分
県
庁
舎
本
館
一
階
の
県
民
ホ
ー
ル

に
掲
示
す
る
と
と
も
に
大
分
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
登
載
し
、
本
人
宛
書
面
で
通
知
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

大
分
県
報
（
公
告
）

七
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２

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会

が
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
（
金
）
に
本
人
宛
書
面
で
通
知
す
る
。

３

技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

㈠

技
能
検
定
合
格
証
書

特
級
、
一
級
及
び
単
一
等
級
の
合
格
者
に
は
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
、
二
級
及
び
三
級
の
合
格
者
に

は
、
大
分
県
知
事
か
ら
交
付
す
る
。

㈡

技
能
士
章

特
級
の
合
格
者
に
は
特
級
技
能
士
章
、
一
級
の
合
格
者
に
は
一
級
技
能
士
章
、
単
一
等
級
の
合
格

者
に
は
単
一
等
級
技
能
士
章
、
二
級
の
合
格
者
に
は
二
級
技
能
士
章
、
三
級
の
合
格
者
に
は
三
級
技

能
士
章
が
、
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
交
付
さ
れ
る
。

七

そ
の
他

技
能
検
定
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
大
分
県
商
工
労
働
部
雇
用
労
働
政
策
課
又
は
大
分
県
職
業
能
力
開

発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

豊
後
高
田
都
市
計
画
公
園

二
・
二
・
六
号
御
玉
市
民
公
園
（
豊
後
高
田
市
決
定
）

二

縦
覧
場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

大
分
県
報
（
公
告
）

八


